
（別紙５－１）

公表日 名称 代表者名
不正受給に関与した
役員等の氏名

事業概要
不正受給に係る事業所の

名称
所在地 助成金の名称 支給を取り消した日 返還を命じた額 返還状況

事業主等が行った不正の
行為の内容

令和7年1月31日
株式会社 富士眼鏡機械
製作所

高津 雅英 高津 雅英 電子部品の製造
株式会社 富士眼鏡機械
製作所

大阪市城東区鴫野東3-
27-26

雇用調整助成金 令和6年12月3日 10,905,750 納付計画策定中

事実と異なる売上高を記載し
た虚偽の申請書類を作成し、
当該助成金を不正に受給した
もの。

令和7年1月31日
株式会社 富士眼鏡機械
製作所

高津 雅英 高津 雅英 電子部品の製造
株式会社 富士眼鏡機械
製作所

大阪市城東区鴫野東3-
27-26

緊急雇用安定助成金 令和6年12月3日 3,577,950 納付計画策定中

事実と異なる売上高を記載し
た虚偽の申請書類を作成し、
当該助成金を不正に受給した
もの。

不正受給を行った事業主等

（問い合わせ先）

大阪労働局職業安定部雇用保険課
（代表電話）０６－７６６９－８９００


